
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弾道ミサイル攻撃 

豊豊山山町町国国民民保保護護計計画画  
国民保護計画とは？ 

外部からの武力攻撃や大規模テロなどの「武力攻撃事態・緊急対処事態」が発

生した場合に、国民の生命・身体・財産を守り、生活・経済への影響を最小限に抑え

ることが重要です。 

国民保護計画は、このような武力攻撃事態等が発生した場合に、「避難」、「救援」、
「武力攻撃災害への対処」を確実に実行するためのいろいろな取り決めや方法

を定めたものです。 

ゲリラや特殊部隊に
よる攻撃 

航空攻撃 着上陸侵攻 

豊 山 町 
平成１９年３月 

武力攻撃事態・緊急対処事態って何？ 

武力攻撃事態 
わが国に対する外部からの武力攻撃については、国による基本方針

の中では以下の４つの類型が想定されています。 

緊急対処事態 
「武力攻撃に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生し

た事態」などです。国による基本方針の中では以下のようなものが

想定されています。 

①危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃 

（例）石油コンビナートの爆破など 

②多数の人が集合する施設及び大量輸送機関等に対する攻撃 

（例）大規模集客施設、ターミナル駅など 

③多数の人を殺傷する特製を有する物質等による攻撃 

（例）サリン等の大量散布、放射性物質を混入させた 

爆弾の爆発など 

④破壊の手段として交通機関を用いた攻撃 

（例）航空機による自爆テロなど 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

国民保護の仕組みって？ 
国、県、町が行う国民の保護のための措置は、大きく分けて「避難」

「救援」「武力攻撃災害への対処」の3つです。 

国 

県 

町 

指定公共機関 
指定地方公共機関 

・ 化学物質等による汚染へ
の対処 

・ 危険物質等に関する危険
の防止 

・ 情報の提供 
・ 避難措置の指示 
・ 救援の指示、支援 

・ 警報の通
知 

・ 緊急通報
の発令 

・ 応急措置（退避の指示、警
戒区域の設定） 

・ 生活関連等施設の安全確
保 

・ 交通の規制 

・ 応急措置（退避の指示、
警戒区域の設定） 

・ 生活関連等施設の安全確
保 

・ 消防活動 

・ 電気事業者・ガス事業者に
よる安定的な供給 等 

（
被
害
の
最
小
化
）（
国
民
生
活
の
安
定
） 

武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対
処 

避 
 

難 

・ 

救 
 

援 

・ 住民に対する避難の
指示 

・ 救援（避難所、炊き
出し、医療等の提供） 

・ 安否情報の収集や提
供 

・ 警報の発令 

・ 避難住民の誘導 
・ 救援（避難所、炊き

出し、医療等の提供） 
・ 安否情報の収集や提

供 

・ 放送事業者による警報等の放送 
・ 日本赤十字社による救援への協力
・ 運送事業者による避難住民及び緊

急物資の運送 等 

国民の協力 ・ 消火活動 
・ 負傷者の搬送 
・ 被災者の救助の援助 

・ 避難住民の援助 
・ 救援の援助 
・ 避難訓練への参加 

みなさん 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

避難の仕組みはどうなっているの？ 
国は、武力攻撃や大規模テロなどから国民の生命、身体及び財産を保護するた

め緊急の必要があると認めるときは、「警報の発令」や「避難措置の実施の

指示」を行います。 

これを受けて県は、「警報の通知」や「避難の指示」を行います。町は、

防災行政無線や広報車などを用いて住民に「避難の指示」を伝達します。 

基
本
指
針

県
国
民
保
護
計
画 

町
国
民
保
護
計
画 

国（対策本部） 

県 
（国民保護対策本部）

町 
（国民保護対策本部）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警報が発令されたら？ 
武力攻撃事態や緊急対処事態の発生が予測される場合や、発生した場合には、

町からサイレンや防災行政無線などを使用して警報を伝えます。また、テレビや

広報車などを通して、どのようなことが、どこで発生し、あるいは発生するおそ

れがあるのかを伝えるとともに、どのような行動をとってほしいかということを

伝えます。 

警報が発令された場合は次のような行動をとりましょう。 

屋内にいた場合 

●ドアや窓を全部閉めましょう。 

●ガス、水道、換気扇を止めましょう。

●ドア、壁、窓ガラスから離れて座りま

しょう。 

屋外にいた場合 

●近隣の堅牢な建物や地下街など屋内

に避難しましょう。 

●自家用車などを運転している方は、

できる限り道路外の場所に車両を止

めてください。 

落ち着いて情報を集めましょう。 

警報をはじめ、テレビやラジ

オなどを通じて伝えられる

各種情報に耳を傾け、情報収

集に努めましょう。 

●県や町からの避難の指示としては、屋

内への避難、近隣の避難所施設への避

難、町や県の区域を越えた遠方への避

難などが考えられます。みなさんの安

全を守るため、状況に応じて適切な指

示が出されます。 

●県や町から避難の指示が出された場

合は、指示に従って落ち着いて行動し

ましょう。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

避難の指示が出されたら？ 

●元栓をしめ、コンセントを抜いておきましょ

う。冷蔵庫のコンセントは挿したままにして

おきましょう。 

●頑丈な靴、長ズボン、長袖シャツ、帽子など

を着用し、非常持ち出し品を持参しましょう。

●パスポートや運転免許証など、身分を証明で

きるものを携行しましょう。 

●家の戸じまりをしましょう。 

●近所の人に声をかけましょう。 

●避難の経路や手段などについて行政機関から

の指示にしたがい適切に避難しましょう。 

火災に巻き込まれた時はど
うしたらいい？ 

がれきに閉じ込められた時は
どうしたらいい？ 
●明るくするためにライターなどによ

り火をつけないようにしましょう。

●動き回って粉じんをかき立てないよ

うにしましょう。口と鼻をハンカチ

などで覆いましょう。 

●自分の居場所をまわりに知らせるた

めに、配管などを叩きましょう。 

●粉じんなどを吸い込む可能性がある

ので、大声を上げるのは最後の手段

としましょう。 

●できる限り低

い姿勢をと

り、急いで建

物から出まし

ょう。 

●口と鼻をハン

カチなどで覆

いましょう。 

 

県や町から避難の指示には、みなさんの安全を守るために必要な情報が含まれ

ています。指示の内容（屋内への避難、近くの避難所への避難、町や県の区域を

越えた遠方への避難など）に従って落ち着いて行動してください。 

避難するときはどうすればいい？ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

救援って何をするの？ 
避難所の開設や炊き出しなどの活動を、県や町、近隣市町、日本赤十字社などが

ちからを合わせて実施します。また、避難住民の安否情報を収集して、みなさんか

らの照会にお答えします。 

県知事・町長 

町 
 

長 

県 

知 

事 

総
務
大
臣 

（
消
防
庁
長
官
）

照会者 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

武力攻撃災害への対処って何？ 

協力できることはあるの？ 
国民の保護のための措置の実施に関し、みなさんに次のようなご協力をお願い

することがあります。なお、国民保護法では「国民の協力は国民の自発的な意思

に委ねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはな

らない。」と定められています。 

国と県、町が協力して、武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするために必

要な措置を行います。 

生活関連等施設（ダム、鉄道施設など）の安全

の確保、警備の強化、立入制限などを行います。

危険物、毒物、高圧ガスなど

の取引所での製造等の禁

止・制限などを行います。 

警 戒 区 域 の

設 定 を 行 い

ます。 

区 域 内 へ の

立 入 制 限 及

び禁止、退去

命 令 を 行 い

ます。 

消火、救急及

び 救 助 の 活

動 を 行 い ま

す。 

豊山町 総務部 総務課 総務・防災係 

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄 260 
電話：0568-28-6003  FAX：0568-29-1177 
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